
備品管理規定 

（目的） 

第１条 この規定は、新潟県カーリング協会（以下本協会という）が所有する物品の管理につい

て定めたものである。 

（物品の分類） 

第２条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い、分類する。 

1) 備品 

取得価額（税込）が５万円以上の物でかつ耐用年数が１年以上の物、また使用価値に

より会長が特に指定する物をいう。購入により取得した資産の取得価額は、公正な取

引に基づく購入価額に付随費用を加算した額とする。 

2) 消耗品 

1）に掲げる区分に属さない物をいう。 

（備品の購入） 

第３条 備品は、理事会の承認を受けた上で購入ができる。 

（備品の管理） 

第４条 物品の管理は、会長が行うものとする。 

なお、会長は、物品の管理に関する事務を事務局長に代決処理させることができる。 

（管理事務の委任） 

第５条 備品の出納及び保管に関する事務は、事務局長に委任することができる。 

また、備品管理台帳（財産目録）を備えて整理しなければならない。 

（備品台帳） 

第６条 備品の管理に当たって、次の各号に掲げる事項を記載した備品管理台帳（財産目録）の

管理を行う。 

1) 管理番号 

2)  品名 

3) 取得日及び取得価格 

4) 管理者および使用者 

5) 貸与条件その他必要な事項 

（貸与・返却） 

第７条 備品については、理事会が認めた団体または必要とする協会員に貸与することができる。

貸与された備品が不要となった場合、もしくは理事会が不要と判断した場合には、すみ

やかに貸与された備品を事務局に返却するものとする。 

（棚 卸） 

第８条 備品の管理者は、１年ごとに物品の棚卸を行い、理事会に報告をする。報告は、物品の

状況（良好、老朽化、非活動、廃棄予定）を含むものとする。 

（不用品の廃棄） 

第９条 不用となった備品は、廃棄して備品台帳にその旨記載するものとする。 

不用となった消耗品は、廃棄するものとする。 

第 10 条 修繕を要する備品があるときは、必要な措置を講ずるものとする。 

第 1１条 この規定は、理事会の決議により変更することができる。 

 

附 則 この規定は令和 年 月 日から施行する。 



備品管理台帳
新潟県カーリング協会

管理番号 物品名 物品種別 取得年月日 取得価額 取得費用 購入先 詳細 数量 利用者 保管場所 最新確認日 備考

0001
女子チーム用
ユニフォーム

備品
2018年?月?日

支出日？
144,210

強化費
協賛金

？

ｼﾞｬｹｯﾄ
シャツ①
シャツ②

フルカワセラミックス様ロゴ入

各５着
新潟県協会
女子チーム

事務局⻑
口頭で事務局へ貸与申請
貸与通知書とともに貸与


